
◆試験案内・申込書の配布
　総務部総務課（市役所２階）
　※市ホームページからもダウンロードできます。
◆試験案内・申込書の郵便請求
　封筒の表に「○○○受験案内請求」（例：一般事務
職受験案内請求）と朱書きし、角２サイズの返信用
封筒を同封して下記へ請求してください（120円切手
を貼付し返送先の住所、氏名を明記のこと）。
◆受付期間
　４月２日（月）～20日（金）
　午前８時30分～午後５時（土・日を除く）
◆第１次試験　受験申込書による書面審査
◆第２次試験　５月26日（土）、27日（日）
◆最終合格発表　６月中旬
◆申込み・問合せ　
　〒677-8511　西脇市郷瀬町605番地
　西脇市総務部総務課（市役所内線209）

◆行政職募集要項

　４月１日から、より効果的な組織運営のため「都市
整備部」と「上下水道部」を統合し「建設水道部」を
創設します。これにより、市の技術部門を効率的か
つ機能的な組織体制へ再構築します。
　建設水道部の各課の名称・主な業務内容は、次の
とおりです。
◆問合せ　総務部総務課（市役所内線218）

※「上下水道お客さまセンター」は、これまでどおり第２庁舎で
　業務を行います。

経営管理課（第２庁舎・本庁舎３階）　　①②
＊水道の開閉栓、検針のこと　　　　　　　　　①
＊水道料金、下水道使用料のこと　　　　　　　①
＊国や県の事業に関すること（道路・河川等）　②

＊地籍調査のこと
＊公共用地の取得のこと
＊官民境界のこと

施設管理課（第２庁舎）　　　　　　　　　①
＊道路、河川、水路、公園の管理のこと
＊上下水道施設の管理のこと
＊給水設備、排水設備工事のこと

＊都市計画のこと
＊屋外広告物のこと

工務課（第２庁舎）　　　　　　　　　　　①
＊道路、河川、水路、公園の工事のこと
＊上下水道施設の整備のこと
＊交通安全施設のこと

＊市営住宅のこと
＊建築確認の申請や開発許可のこと
＊空き家対策のこと

用地地籍課（本庁舎３階）　　　　　　　　②

都市計画課（本庁舎３階）　　　　　　　　②

建築住宅課（本庁舎３階）　　　　　　　　②
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◆対象事業・補助内容一覧

※補助率等の加算措置があります。詳しくは、商工観光課へお問い合わせください。
　また、市のホームページにも詳しい内容を掲載していますのでご覧ください。
※審査会では、委員による書類審査と面談を行います。

平成 30年７月採用　西脇市職員を募集します

開発材料費
設備導入費
設計委託料　など

設備／ＩＴ機器導入費
技術指導料　など

１／２
または
２／３

１／２
または
２／３
１／２
または
２／３

全額
（無料派遣）

１／10

１／２

̶

300万円

100万円
加算措置あり

国内30万円
海外50万円

50万円

300万円

書類

審査会

審査会

書類

書類

審査会

上限額補助率対象経費対象事業 審査方法

出展小間料
展示ブース製作費　など

事業所改修費
備品購入費　など

事業の実施に必要と
認める経費

事業に関する相談アド
バイザーの派遣経費

新設備・新生産方
法の導入

新製品・新サービ
ス等の開発・導入

販路開拓・拡大
（展示会等の出展）

起業・創業
（第二創業含む）

事業者からの提案
事業

支援アドバイザー
の派遣

①第２庁舎①①①第①第①第①第①第①①①①第①①第①第①第①第①①第①① ２庁２２庁２庁２庁２庁２庁２庁２庁２庁２庁２２庁２庁２庁２庁２庁２庁２２庁舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎①第２庁舎 ②本庁舎３階②本②②本②本②本②本②本②本②本②本②本②本②本②本②本本②②本②本本庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎３３３３３階３３３３３３３３３３３３②本庁舎３階
①と②の建物で業務を行います

11 広報にしわき　平成30年4月号広報にしわき　平成30年4月号 10

　

市
で
は
経
営
革
新
等
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
す
る
事
業
者
を
支
援
す
る

「
も
の
づ
く
り
・
あ
き
な
い
経
営

革
新
支
援
事
業
」
を
設
け
、
事
業

に
必
要
な
経
費
の
助
成
等
を
行
っ

て
い
ま
す
。

◆
補
助
対
象
者

　

市
内
に
事
業
所
を
置
く
中
小
企

業
者
・
個
人
（
新
た
に
事
業
を
開

始
す
る
場
合
を
含
む
）。
た
だ
し
、

市
税
等
の
滞
納
者
、
反
社
会
的
勢

力
関
係
者
は
除
き
ま
す
。

◆
事
業
期
間

　

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
31
年

3
月
31
日
ま
で
（
交
付
決
定
は
6

月
中
旬
〜
下
旬
を
予
定
）

※

期
間
前
に
支
出
し
た
経
費
は
補

助
金
の
対
象
外
で
す
。
な
お
、

書
類
審
査
で
決
定
す
る
事
業
は

募
集
期
間
中
か
ら
の
実
施
も
で

き
ま
す
（
要
相
談
）。

◆
申
請
期
間

　
4
月
2
日（
月
）〜
5
月
11
日（
金
）

◆
申
請
方
法

　

申
請
書
類
は
商
工
観
光
課
に
あ

り
ま
す
。
ま
た
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◆
そ
の
他

①
国
や
県
等
か
ら
他
の
補
助
金
を

　

受
け
て
い
る
事
業
は
対
象
外
で

　

す
。

②
事
業
を
開
始
す
る
前
に
、
市
へ

　

の
申
請
が
必
要
で
す
。

③
事
業
の
経
費
が
市
の
予
算
額
に

　

達
し
た
時
点
で
募
集
を
締
め
切

　

り
ま
す
。

◆
申
込
み
・
問
合
せ

　

商
工
観
光
課
（
市
役
所
内
線

2
8
1
）

　

短
期
大
学
、
大
学
ま
た
は
専
修

学
校
（
専
門
課
程
）
に
在
学
し
、

左
記
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方
に

修
学
に
必
要
な
資
金
の
貸
し
付
け

を
行
い
ま
す
。

◆
要
件

①
市
内
に
１
年
以
上
居
住
し
、
住

民
登
録
を
有
す
る
方
（
修
学
の

た
め
に
転
出
し
て
い
る
方
を
含

む
。）

②
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
修
学
が

困
難
な
方

③
学
長
な
ど
の
推
薦
が
あ
る
方

④
他
の
奨
学
金
（
無
利
子
貸
付
・

給
付
）
を
受
け
て
い
な
い
方

◆
貸
付
限
度
額

　

月
額
5
万
円

◆
利
率

　

無
利
子

◆
償
還
方
法

　

貸
付
終
了
後
１
年
が
経
過
し
て

か
ら
、
貸
付
期
間
の
2
倍
の
期
間

内
で
償
還
（
上
級
学
校
在
学
中
は

猶
予
さ
れ
ま
す
）

◆
連
帯
保
証
人

　

2
名
必
要

◆
受
付
期
間

　

6
月
1
日
（
金
）
〜
29
日
（
金
）

※

7
月
以
降
も
申
請
を
受
け
付
け

ま
す
が
、
貸
し
付
け
は
申
請
月

分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

◆
申
請
書
類

①
貸
付
申
請
書
（
様
式
あ
り
）

②
学
長
等
の
推
薦
書（
様
式
あ
り
）

③
住
民
票
（
家
族
全
員
・
続
柄
記

載
の
も
の
）

④
父
母
の
平
成
30
年
度（
平
成
29

年
中
所
得
）市
・
県
民
税
課
税
・

非
課
税
証
明
書（
所
得
証
明
書
）

※

所
得
が
な
い
場
合
も
必
要
で
す
。

※

6
月
1
日
以
降
に
発
行
の
も
の
。

⑤
連
帯
保
証
人
の
納
税
証
明
書

（
平
成
29
年
度
分
の
市
町
村
民

税
の
納
付
状
況
が
分
か
る
書

類
）

※

連
帯
保
証
人
の
住
民
登
録
が
市

内
外
に
関
わ
ら
ず
必
要
で
す
。

⑥
連
帯
保
証
人
の
印
鑑
証
明
書

◆
申
請
書
類
の
配
布

　

4
月
2
日（
月
）か
ら
左
記
で
配

布
し
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

◆
申
請
・
問
合
せ

　

教
育
総
務
課
（
市
役
所
内
線

5
3
3
）

“建設水道部”の業務内容をお知らせします“建設水道部”の業務内容をお知らせします“建設水道部”の業務内容をお知らせします

予定人員

５名程度

若干名

職　種

一般事務職

土　木　職

土　木　職
（社会人経験者）

一般事務職
（社会人経験者）

受　験　資　格

昭和53年４月２日から平成５年４月１
日までに生まれた方で、学校教育法に基
づく高等学校相当以上においてこの職に
関する専門課程（専門学校において専門
士以上の称号を授与された方を含む）を
修めて卒業後、民間企業等でこの職に関
する職務経験が平成30年３月31日現在
で通算して３年以上ある方（ただし、平
成元年４月２日以降に生まれた方は２年
以上）

平成５年４月２日から平成10年４月１
日までに生まれた方で学校教育法に基づ
く高等学校相当以上においてこの職に関
する専門課程（専門学校において専門士
以上の称号を授与された方を含む）を修
めて卒業された方。大学院を修了された
方については、昭和62年４月２日以降
に生まれた方で、この職に関する専門課
程を修了された方

昭和58年４月２日から平成５年４月１日
までに生まれた方で、民間企業等での職
務経験が平成30年３月31日現在で通算
して３年以上ある方（ただし、平成元年
４月２日以降に生まれた方は２年以上）

平成５年４月２日から平成10年４月１日
までに生まれた方


